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　未成年者の飲酒防止のため、購入者の年齢を確認できない従来
型酒類自動販売機の撤廃を進めていることから、酒類自販機全体
の設置台数が年々減っています。国税庁によると、平成８年当時、
約18万６千台あった酒類自販機は29年４月現在、改良型も含め約
１万７千台（うち従来型は約３千台）となっています。

年々減少する酒類自販機

12月の税務と労務12月（師走）DECEMBER

23日・天皇誕生日
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国　税／ 給与所得者の年末調整 
 今年最後の給与を支払う時

国　税／ 給与所得者の扶養控除等
（異動）申告書及び保険料
控除申告書の提出 

 今年最後の給与を支払う前日
国　税／ 11月分源泉所得税の納付 

 12月11日
国　税／ 10月決算法人の確定申告 

（法人税・消費税等） 1月4日

国　税／ 4月決算法人の中間申告 
 1月4日

国　税／ 1月、4月、7月決算法人の消
費税の中間申告（年3回の場
合） 1月4日

地方税／ 固定資産税・都市計画税（第
3期分）の納付 
 市町村の条例で定める日

労　務／ 健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届 
 支払後5日以内

水仙
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平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日
（
以

下
「
施
行
日
」）
の
改
正
労
働
者
派

遣
法
に
よ
り
、
特
定
労
働
者
派
遣
事

業
（
届
出
制
）
と
一
般
労
働
者
派
遣

事
業
（
許
可
制
）
の
区
別
が
廃
止
さ

れ
、す
べ
て
の
労
働
者
派
遣
事
業
は
、

新
た
な
許
可
基
準
に
基
づ
く
許
可
制

と
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
施
行
日
時
点
で
特
定
労

働
者
派
遣
事
業
を
営
ん
で
い
た
事
業

主
は
、
平
成
三
十
年
九
月
二
十
九
日

ま
で
は
、
許
可
を
得
る
こ
と
な
く
引

き
続
き
改
正
前
の
特
定
労
働
者
派
遣

事
業
に
相
当
す
る
事
業
（
以
下
「
特

定
労
働
者
派
遣
事
業
」）
を
行
う
こ

と
を
可
能
と
す
る
経
過
措
置
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

経
過
措
置
の
対
象
と
な
る
特
定
労

働
者
派
遣
事
業
の
事
業
主
が
、
平
成

三
十
年
九
月
三
十
日
以
降
も
継
続
し

て
労
働
者
派
遣
事
業
を
営
む
に
は
、

新
た
に
許
可
申
請
を
行
い
、
許
可
を

得
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
特
定
労
働
者
派
遣
事
業

（
届
出
制
）
か
ら
許
可
制
の
労
働
者

派
遣
事
業
へ
の
切
替
に
つ
い
て
お
伝

え
し
ま
す
。

一
　
届
出
制
と
許
可
制
の
相
違
点

　

届
出
制
に
よ
る
特
定
労
働
者
派
遣

事
業
と
許
可
制
に
よ
る
労
働
者
派
遣

事
業
の
相
違
点
の
う
ち
、
主
な
も
の

を
掲
げ
ま
す
。

㈠
　
特
定
労
働
者
派
遣
（
届
出
制
）

①　

派
遣
労
働
者
の
範
囲
…
常
用
雇

用
労
働
者
の
み
を
派
遣

②　

更
新
手
続
…
不
要

③　

資
産
要
件
…
な
し

④　

事
業
所
の
面
積
要
件
…
な
し

⑤　

事
業
開
始
ま
で
の
期
間
…
届
出

後
即
日

⑥　

派
遣
元
責
任
者
…
派
遣
元
責
任

者
講
習
の
受
講
お
よ
び
雇
用
管
理

経
験
不
要

⑦　

職
務
代
行
者
の
選
任
…
不
要

㈡
　
労
働
者
派
遣
事
業
（
許
可
制
）

①　

派
遣
労
働
者
の
範
囲
…
常
用
雇

用
労
働
者
と
そ
れ
以
外
の
労
働
者

（
登
録
型
や
臨
時
の
者
な
ど
）
を

対
象
と
し
て
派
遣

②　

更
新
…
最
初
の
許
可
有
効
期
間

は
三
年
、
以
後
五
年
ご
と
更
新

③　

資
産
要
件
…
あ
り
（
例　

基
準

資
産
額
二
千
万
円
以
上
等
）。
常

時
雇
用
し
て
い
る
派
遣
労
働
者
が

十
人
以
下
の
中
小
企
業
事
業
主
に

対
し
て
は
、
当
分
の
間
の
措
置
と

し
て
、
基
準
資
産
額
を
一
千
万
円

以
上
と
す
る
等
の
配
慮
措
置
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

④　

事
業
所
の
面
積
要
件
…
お
お
む

ね
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

⑤　

事
業
開
始
ま
で
の
期
間
…
許
可

申
請
後
、最
短
で
二
か
月
程
度（
事

業
所
所
在
地
の
労
働
局
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

⑥　

派
遣
元
責
任
者
の
要
件
…
許
可

申
請
の
受
理
日
前
三
年
以
内
の
派

遣
元
責
任
者
講
習
の
受
講
、
三
年

以
上
の
雇
用
管
理
経
験
等

⑦　

職
務
代
行
者
の
選
任
…
必
要

⑧　

申
請
手
数
料
…
一
事
業
所
一
二

万
円
分
の
収
入
印
紙
、
二
事
業
所

目
以
降
は
一
事
業
所
ご
と
に
五
万

五
千
円
分
の
収
入
印
紙

⑨　

登
録
免
許
税
…
九
万
円
の
納
付

二
　
事
前
準
備

㈠
　
必
要
書
類
の
準
備

①　

提
出
書
類

　

切
替
手
続
き
に
必
要
と
さ
れ
る
の

は
次
の
書
類
で
す
。

・　

労
働
者
派
遣
事
業
許
可
申
請
書

　
（
様
式
第
一
号
）

・　

労
働
者
派
遣
事
業
計
画
書
（
様

式
第
三
号
等
）

　

厚
生
労
働
省
ま
た
は
都
道
府
県
労

働
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②　

添
付
書
類

　

添
付
書
類
と
し
て
用
意
す
る
も
の

が
あ
り
ま
す
。

　

法
人
ま
た
は
個
人
の
い
ず
れ
か
に

よ
り
添
付
す
る
も
の
が
異
な
っ
て
お

り
、
こ
こ
で
は
法
人
の
場
合
に
添
付

す
る
書
類
の
一
部
を
ご
案
内
し
ま
す
。

・　

最
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
貸

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
お
よ
び

株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

・　

最
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
法

人
税
の
確
定
申
告
書
の
写
し

・　

法
人
税
の
納
税
証
明
書

・　

就
業
規
則
ま
た
は
労
働
契
約
書

等
の
う
ち
一
定
事
項
（
例
え
ば
、

教
育
訓
練
の
受
講
時
間
を
労
働
時

間
と
し
て
扱
い
、
賃
金
を
支
払
う

こ
と
を
原
則
と
す
る
こ
と
を
規
定

し
た
部
分
な
ど
）
を
記
載
し
た
箇

所
の
写
し

・　

派
遣
労
働
者
の
キ
ャ
リ
ア
形
成

を
念
頭
に
お
い
た
派
遣
先
の
提
供

の
た
め
の
事
務
手
引
等

・　

派
遣
元
責
任
者
の
住
民
票
の
写

労
働
者
派
遣
事
業
の
切
替

届
出
制
か
ら

　
　
　許
可
制
へ
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し
・　

個
人
情
報
適
正
管
理
規
程

注　

添
付
書
類
の
省
略

　

定
款
、
登
記
事
項
証
明
書
、
役
員

の
住
民
票
の
写
し
お
よ
び
履
歴
書
は
、

派
遣
許
可
申
請
の
際
の
添
付
書
類
と

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
特
定
労
働
者
派

遣
事
業
か
ら
の
切
替
の
場
合
は
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

㈡
　
派
遣
元
責
任
者

①　

派
遣
元
責
任
者
講
習

　

派
遣
元
責
任
者
は
、
所
定
の
派
遣

元
責
任
者
講
習
を
受
講
し
て
い
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、

「
派
遣
元
責
任
者
講
習
の
日
程
及
び

講
習
機
関
等
に
つ
い
て
」
と
し
て
公

開
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
日
程
、
申
込

み
先
等
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

②　

派
遣
元
責
任
者
の
業
務

　

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
元
責
任

者
に
次
の
業
務
を
行
わ
せ
ま
す
。

・　

派
遣
労
働
者
で
あ
る
こ
と
の
明

示
（
例　

労
働
者
を
派
遣
労
働
者

と
し
て
雇
い
入
れ
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
あ
ら
か
じ
め
派
遣
労
働
者

と
な
る
旨
を
明
示
）

・　

就
業
条
件
等
の
明
示
（
例　

業

務
内
容
等
）

・　

派
遣
先
へ
の
通
知
（
例　

派
遣

労
働
者
の
氏
名
等
）

・　

派
遣
元
管
理
台
帳
の
作
成
、
記

載
及
び
保
存

・　

派
遣
労
働
者
に
対
す
る
必
要
な

助
言
及
び
指
導
の
実
施

・　

派
遣
労
働
者
か
ら
申
出
を
受
け

た
苦
情
の
処
理

・　

派
遣
先
と
の
連
絡
調
整

・　

派
遣
労
働
者
の
個
人
情
報
の
管

理
に
関
す
る
こ
と

・　

派
遣
労
働
者
の
教
育
訓
練
の
実

施
及
び
職
業
生
活
設
計
に
関
す
る

相
談
の
機
会
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
・　

安
全
衛
生
に
関
す
る
こ
と
（
派

遣
元
事
業
所
に
お
い
て
労
働
者
の

安
全
衛
生
を
統
括
管
理
す
る
者
及

び
派
遣
先
と
の
連
絡
調
整
）

三
　
許
可
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス

㈠
　
都
道
府
県
労
働
局
に
申
請

　

申
請
書
類
の
提
出
を
し
た
際
、
記

載
内
容
の
不
備
や
添
付
書
類
の
不
足

が
あ
る
場
合
は
受
理
さ
れ
ず
に
後
日

の
再
提
出
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

切
替
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め
、

労
働
局
等
が
開
催
す
る
説
明
会
が
あ

る
場
合
は
参
加
し
、
事
前
の
相
談
や

助
言
を
受
け
る
な
ど
申
請
前
の
準
備

を
十
分
に
行
っ
て
お
く
と
よ
い
で
し

ょ
う
。

㈡
　
書
類
審
査
・
現
地
調
査

　

申
請
書
類
の
受
付
後
、
都
道
府
県

労
働
局
で
申
請
書
類
の
審
査
が
な
さ

れ
る
と
と
も
に
、
事
業
所
に
対
し
現

地
の
調
査
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

派
遣
元
事
業
主
は
、
個
人
情
報
を

適
切
に
保
管
・
使
用
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
の
で
、
事
業
場
内
の
設

備
に
つ
い
て
は
、
適
正
管
理
が
可
能

と
な
る
も
の
（
例　

鍵
付
の
キ
ャ
ビ

ネ
ッ
ト
等
）
を
備
え
付
け
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

㈢
　
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
許
可
・

不
許
可
の
決
定

　

都
道
府
県
労
働
局
は
、
申
請
に
対

す
る
審
査
・
調
査
の
結
果
を
厚
生
労

働
省
に
送
付
し
ま
す
。

　

更
に
審
査
内
容
を
精
査
の
上
、
厚

生
労
働
大
臣
は
労
働
政
策
審
議
会
に

諮
問
し
、
労
働
政
策
審
議
会
か
ら
の

答
申
を
踏
ま
え
、
申
請
に
対
す
る
許

可
又
は
不
許
可
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

　

許
可
の
場
合
は
許
可
証
が
、
不
許

可
の
場
合
は
不
許
可
通
知
書
が
発
行

さ
れ
、
当
該
労
働
局
を
通
じ
て
申
請

者
に
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

交
付
さ
れ
た
許
可
証
を
受
領
す
る

こ
と
に
よ
り
労
働
者
派
遣
事
業
を
開

始
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。

四
　
申
請
を
行
う
時
期

　

冒
頭
に
触
れ
た
と
お
り
、
特
定
労

働
者
派
遣
事
業
の
経
過
措
置
は
平
成

三
十
年
九
月
二
十
九
日
ま
で
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

都
道
府
県
労
働
局
で
は
、
平
成

三
十
年
の
許
可
申
請
に
お
い
て
窓
口

の
混
雑
が
予
想
さ
れ
る
た
め
早
期
切

替
を
促
す
案
内
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
派
遣
許
可
を
受
け
た
後
は

定
期
的
に
更
新
（
初
回
は
三
年
後
、

そ
の
後
は
五
年
後
）
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
が
、
窓
口
の
混
雑
時
期
に

許
可
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
後
の

更
新
時
期
も
他
社
と
同
時
期
と
な
り
、

更
新
の
度
に
混
み
合
う
時
期
の
手
続

き
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
見
込

ま
れ
ま
す
。

　

期
限
の
間
際
に
申
請
を
し
、
許
可

要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
事
項
（
事

業
所
要
件
の
不
適
合
や
派
遣
元
責
任

者
講
習
会
未
受
講
な
ど
）
が
判
明
し

た
と
き
は
解
消
す
る
時
間
が
な
く
、

許
可
を
得
る
ま
で
に
空
白
期
間
が
生

じ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

可
能
な
限
り
余
裕
を
も
っ
て
切
替
手

続
を
進
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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　無期転換ルールとは、有期労働契約（例
えば雇用期間が「１年」の労働契約など）が
反復更新されて通算５年を超えたときに、
労働者からの申し込みにより、「期間の定
めのない労働契約（無期労働契約）」に転換
できるというものです。
　平成30年４月には、改正労働契約法が
施行された平成25年４月１日から５年が
経過することとなるため、有期労働契約で
働く多くの方に、無期転換申込権の発生が
見込まれます。
①　無期転換の申込み方法
　申込みは口頭により行われたものであっ
ても有効です。ただし、口頭での申込みは、
申込みをしたか否かをめぐり争いが生じや
すいという問題がありますので、できる限
り書面で申込みを行うことが望ましいです。
②　無期転換後の労働条件

　契約期間は有期から無期に転換されます
が、給与などの労働条件は、就業規則等で
別段の定めがある部分を除き、直前の有期
労働契約と同一の労働条件となります。
　無期転換後の労働条件を従来と異なるも
のにするときは、別段の定めをし、適用す
る就業規則等に規定していきましょう。
　なお、職務内容などが変更されないにも
かかわらず、労働条件（給与等）を低下さ
せることは、無期転換を円滑に進める観点
から望ましいものではありません。
③　助成金の活用
　有期契約労働者等の企業内でのキャリア
アップ等を促進するため、正社員化、人材
育成、処遇改善の取組を実施した事業主に
対する助成制度として、「キャリアアップ
助成金」が設けられています。
④　無期転換ポータルサイト
　制度概要や支援策、先進的な取組を行っ
ている企業事例は、厚生労働省が開設して
いる無期転換ポータルサイトに掲載されて
います。

無期転換ルールへの対応
（労働契約法）

　全国健康保険協会（協会けんぽ）では、情
報提供サービスとして、被保険者が医療費
の情報を照会できるサービスや、事業主が
インターネット上で生活習慣病予防健診の
申込みをすることができるサービスが提供
されています。
　被保険者が照会できる情報には、診療年
月日、診療区分、診療日数、医療機関名、
医療費総額、健保からの支払額、加入者の
支払額などがあります。
　事業主が受けるサービスでは、健診対象
者一覧のダウンロードや、申込情報のアッ
プロードができます。利用をする場合は、協
会けんぽのホームページを開き、「ユーザー
ID、パスワード」を取得します。
　ユーザー ID・パスワードは、転職など
で被保険者証の記号番号が変わった場合
は、新たに取得する必要があります。
　推奨される動作環境は、協会けんぽのホ
ームページでご確認ください。

情報提供サービスの活用
（健康保険）　
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